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古
賀
志
村
の
歴
史
概
略 

長
治
元
年
（
一
一
〇
四
） 

伊
釜
山
の
高
子
屋
に
日
吉
山
王
七
社
を

勧
請
す
る
。「
石
清
水
八
幡
大
神
宮 

源
家
之
主
神
、

当
家
之
氏
神
」 

天
仁
元
年
（
一
一
〇
八
） 

山
腹
の
七
大
杉
北
に
日
光
山
瀧
尾
大
権 

現
を
勧
請
す
。 

元
永
二
年
（
一
一
一
九
） 

稲
荷
山
に
山
城
国
稲
荷
山
の
神
を
勧
請 

 
 
 
 
 

稲
荷
大
明
神 

字
い
な
り 

 

正
治
元
年
（
一
一
九
九
） 
北
條
氏
、
高
子
屋
に
居
住
す
る
。 

永
仁
元
年
（
一
二
九
二
） 
宇
都
宮
下
野
守
景
綱
公
出
陣
、
北
條
縫

之
助
御
出
陣
の
列
に
加
わ
る
。 

応
長
元
年
（
一
三
一
一
），「
古
橿
」
を
「
古
賀
志
」
に
改
め
る
。 

応
永
二
年
（
一
三
九
五
），
弘
蔵
院
祐
尊
法
印
開
基
す
。 

長
禄
三
年（
一
四
五
九
） 

北
條
縫
殿
助
、唐
沢
に
引
越
し
居
住
す
。 

天
文
年
中
（
一
五
三
二
～
一
五
五
四
）
鹿
沼
六
十
六
郷
に
権
現
塚
。 

天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
） 

世
に
云
う
「
古
賀
志
ノ
合
戦
」
の
節
、 

「
日
吉
山
王
ノ
社
頭
、
民
家
迄
不
焼
払
」 

天
正
十
四
年
（
一
五
八
六
） 

北
條
宮
内
伯
通
の
愛
娘
早
世
す
。
屋 

 
 
 
 
 
 

敷
前
に
観
音
堂
建
立
す
。
花
蔵
坊
と
い
う
坊
さ
ん
を 

 
 
 
 
 
 

守
護
役
に
置
く
。 

文
禄
元
年
（
一
五
九
二
），
堀
之
内
に
板
碑
供
養
塔
建
立 

文
禄
年
中
（
一
五
九
二
～
一
五
九
五
），「
山
ノ
峯
」
に
日
吉
山
王
を

再
建
。
神
主
大
柿
之
修
理 

慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
），
北
條
宮
内
伯
通
、
関
ヶ
原
に
て
討
死
す
。 

 
 
 
 
 

家
士
が
宮
内
伯
通
の
御
首
を
持
ち
帰
り
、「
唐
沢
ニ
宮 

 
 
 
 
 

内
首
ヲ
葬
ル
」、 

慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
），
北
條
三
兄
弟
（
丹
後
通
記
、
僧
了
範
、 

 
 
 
 
 

五
郎
兵
衛
）
が
中
嶋
に
移
住
し
て
百
姓
と
な
る
。 

慶
長
年
中
（
一
五
九
五
～
一
六
一
四
），
宇
都
宮
城
主
奥
平
家
昌
公

の
御
代
、
七
大
杉
の
内
、
六
本
伐
採
、
一
本
残
る
。 

元
和
元
年
（
一
六
一
五
），
市
場
星
宮
、
西
稲
荷
の
星
宮
を
勧
請
す
。 

元
和
六
年
（
一
六
二
〇
），
観
音
堂
を
滝
下
に
移
築
す
る
。 

承
応
年
中
（
一
六
五
二
～
（
一
六
五
四
），
花
蔵
坊
を
花
蔵
院
に
改
。 

 

貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）、
大
水
に
て
観
音
堂
流
出
す
る
。
唐
沢
川 

 
 
 
 
 

左
岸
に
観
音
堂
建
立
、
下
野
札
所
二
十
五
番
に
入
る
。 

元
禄
四
年
（
一
六
九
一
），
大
日
窟
再
興
、
岩
崎
の
百
姓
石
碑
建
立
。 

元
禄
十
三
年
（
一
七
〇
〇
），
古
賀
志
村
は
上
古
賀
志
村
（
二
六
八 

石
）
と
古
賀
志
村
（
二
七
〇
石
）
と
に
分
村
す
。 

元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
），
上
古
賀
志
村
日
光
神
領
に
な
る
。 

宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
），
古
賀
志
村
が
、
下
組
（
二
〇
〇
石
）
と 

 
 
 
 
 

中
組
（
七
〇
石
）
と
に
二
分
さ
れ
る
。 

宝
永
七
年（
一
七
一
〇
），「
正
一
位
瀧
権
現
」
の
宗
源
宣
旨
を
受
く
。 

正
徳
元
年
（
一
七
一
一
），
黒
石
山
の
古
賀
志
石
採
掘
始
ま
る
。 

享
保
六
年
（
一
七
二
一
），
大
日
窟
へ
出
羽
湯
殿
山
を
勧
請
す
る
。 

享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
），
瀧
大
権
現
の
石
鳥
居
建
立
す
。 

享
保
十
三
年
（
一
七
二
八
），
花
蔵
院
造
立
さ
れ
る
。
弘
蔵
院
別
当
。 
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享
保
十
七
年
（
一
七
三
一
、
宥
清
法
印
、
花
蔵
院
に
隠
居
。 

元
文
二
年
（
一
七
三
六
），
観
音
堂
を
花
蔵
院
近
く
に
引
き
移
す
。 

 
 
 
 
 

正
観
音
像
奉
納
す
る
。 

明
和
六
年
（
一
七
六
九
），
市
場
星
宮
に
石
鳥
居
を
建
立
す
。 

安
永
九
年
（
一
七
八
〇
），
瀧
権
現
の
社
、
落
石
に
破
損
、
東
の
岩 

窟
に
移
す
。 

天
明
元
年
（
一
七
八
一
），「
大
日
窟
」
へ
の
「
東
道
通
り
」
整
備
。 

天
明
四
年
（
一
七
八
四
），
湯
殿
大
権
現
の
石
鳥
居
建
立
。 

天
明
五
年
（
一
七
八
五
），
内
倉
山
よ
り
野
火
発
生
、
瀧
権
現
の
御 

神
木
一
本
杉
焼
け
落
ち
る
。 

天
明
八
年
（
一
七
八
八
）、
権
現
山
に
湯
殿
大
権
現
道
の
道
標
建
立 

寛
政
元
年
（
一
七
八
九
），
文
太
夫
伯
昌
、
丹
後
塚
築
く
。 

 
 
 
 
 

同
年
八
月
、
岩
窟
内
の
瀧
権
現
の
社
。
修
理
の
た
め
下

遷
宮
。
同
年
九
月
晦
日
、
岩
窟
に
正
遷
宮
。 

寛
政
五
年
（
一
七
九
三
），
北
條
文
太
夫
伯
昌
、
傘
寿
を
祝
う
。 

 
 
 
 
 

「
孝
子
献
杯
喜
悦
顔
」
と
「
孝
子
」
の
名
が
登
場
す
る
。 

寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
，
野
火
に
よ
り
観
音
堂
、
花
蔵
院
焼
失
す
。 

 
 
 
 
 

唐
沢
八
軒
焼
失
す
。 

寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）、
花
蔵
院
再
建
さ
れ
る
。 

文
太
夫
伯
昌
没
、
弔
文
に
「
孝
子
の
許
」 

寛
政
十
四
年
（
一
八
〇
二
），
観
音
堂
再
建
さ
れ
る
。 

享
和
三
年
（
一
八
〇
三
），
花
蔵
院
に
新
し
い
観
音
像
奉
納
す
。 

文
化
四
年
（
一
八
〇
七
），
瀧
大
権
現
の
「
社
」、
修
復
の
た
め
大
杉

北
に
仮
遷
宮
す
る
。 

文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）
、
修
覆
な
り
「
社
」
を
岩
屋
に
遷
宮
す
。 

文
化
十
三
年
（
一
八
一
六
）、
大
風
に
よ
り
岩
よ
り
杉
木
落
下
し 

「
社
」
破
損
す
る
。
遷
座
を
繰
り
返
し
訴
訟
が
起
こ
る
。 

文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
、
評
定
所
よ
り
裁
定
下
り
、
瀧
大
権
現
の

社
、
岩
窟
に
正
遷
宮
。 

文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
、
常
火
屋
再
建
。 

弘
化
四
年
（
一
八
四
一
）、
中
ノ
鳥
屋
に
木
曾
御
嶽
山
の
勧
請
。 

安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
、
實
應
法
印
、
湯
殿
大
権
現
の
道
標
に
二

基
の
句
碑
建
立
（
湯
殿
大
権
現
鳥
居
、
東
道
通
り
） 

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
、
新
堀
開
通
、
「
新
開
」
拓
く
。 

明
治
六
年
（
一
八
七
三
）、
弘
蔵
院
廃
寺
に
伴
い
、
別
当
花
蔵
院
廃 

寺
、
唐
沢
観
音
堂
は
取
り
壊
し
、
花
蔵
院
の
み
残
る
。 

明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
、
元
花
蔵
院
、
「
學
貫
舎
」
の
教
員
室
に
。 

大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）
、「
愛
郷
歌
古
賀
志
め
ぐ
り
」が
で
き
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

孝
子
桜
の
樹
齢
を
「
歳
五
百
」
と
詠
む
。 

昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
、
元
花
蔵
院
を
日
吉
神
社
拝
殿
に
移
築
。 

昭
和
二
十
七
年
（
一
九
五
二
）、「
孝
子
桜
」
の
樹
高
半
折
す
る
。 

昭
和
三
十
四
年
（
一
九
五
九
）
、「
孝
子
桜
」、
天
然
記
念
物
の
市
指 

定
を
受
く
。「
樹
齢
約
四
百
年
」 

昭
和
四
十
四
年
（
一
九
六
九
）
、
エ
ド
ヒ
ガ
ン
桜
伐
採 

昭
和
四
十
八
年（
一
九
七
三
）、「
孝
子
桜
」の
民
話
が
創
作
さ
れ
る
。 
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一 

瀧
大
権
現 

男 お

滝 た
き

の
懸
か
る
岩
窟
に
瀧
大
権
現
の
社
を
祀
ら
れ
て
い
る
。
日
光
山

瀧
尾
大
権
現
を
勧
請
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
御
崎
と
中
当
山
の
間
に

懸
か
る
男
滝
の
源
頭
部
に
雨
乞
石
（*

当
日
現
地
確
認
）
が
あ
る
。『
家

傳
記
三
』
に
よ
れ
ば
、
そ
の
勧
請
は
、
平
安
時
代
天
仁
元
年
（
一
一
〇

八
）
に
遡
る
。*

雨
乞
石
は
中
当
山
の
上
部
に
あ
る
。 

 

こ
の
七
大
杉
を
御
神
木
と
崇
め
、
そ
の
北
側
の
斜
面
窪
地
に
「
小
社
」

を
祀
り
、
そ
こ
に
日
光
瀧
尾
大
権
現
を
勧
請
し
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
。

長
い
歳
月
が
過
ぎ
た
。
慶
長
年
中
、
奥
平
家
昌
の
御
代
、
こ
の
七
大
杉

の
内
、
六
本
が
伐
採
さ
れ
た
記
述
が
あ
る
。
一
本
の
大
杉
だ
け
が
残
さ

れ
た
。
男
瀧
そ
れ
自
体
が
御
神
体
で
あ
る
。
瀧
に
上
る
石
段
も
元
禄
七

年
（
一
六
九
四
）
に
整
備
さ
れ
た
。
寛
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
に
は
、

宗
源
宣
旨
「
正
一
位
瀧
権
現
」
の
神
位
を
受
け
た
。 

享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
），「
馬
場
通
り
」
の
参
道
整
備
が
な
さ
れ
、 

同
年
、
古
賀
志
石
の
石
鳥
居
が
奉
納
さ
れ
た
。 

安
永
九
年
（
一
七
八
〇
），
中
当
山
の
岩
が
崩
落
し
「
社
」
を
直
撃
、 

「
安
永
九
年
庚
子
四
月
廿
二
日
修
覆
シ
東
ノ
岩
窟
ニ
宮
ヲ
迂
ス
」
と
あ

り
、
大
杉
の
北
に
あ
っ
た
「
社
」
は
，
岩
窟
に
遷
宮
さ
れ
た
。
こ
れ
が

遷
宮
の
始
ま
り
で
あ
る
。
そ
の
後
、
岩
窟
と
大
杉
北
の
窪
地
と
の
往
還

を
繰
り
返
す
。（
年
表
参
照
）。
現
在
地
に
落
ち
着
く
ま
で
に
は
、
度
重

な
る
遷
宮
に
負
担
を
感
じ
た
氏
子
の
中
か
ら
文
化
年
中
に
は
訴
訟
が

起
こ
っ
た
。 

文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
の
『
瀧
大
権
現
神
事
祭
禮
記
』
が
残
っ
て

い
る
。
嘗
て
は
旧
暦
一
月
十
四
、
十
五
の
両
日
行
わ
れ
、
中
嶋
・
唐
沢

の
氏
子
が
、
本
社
の
他
に
十
三
カ
所
の
拝
所
に
供
え
物
を
供
え
た
後
、

神
事
を
行
っ
た
。
そ
の
伝
統
は
今
も
残
り
、
一
月
の
第
二
日
曜
に
行
わ

れ
て
い
る
。 

瀧
下
の
棚
部
に
は
、
昭
和
初
期
ま
で
九
尺
二
間
の
修
行

小
屋
が
あ
っ
た
。
瀧
下
の
石
を
「
修
行
石
」
と
呼
ん
だ
。
里
山
伏
の
修

行
の
場
で
、
嘗
て
瀧
下
に
不
動
明
王
石
像
が
あ
っ
た
が
盗
難
に
遭
っ
た
。

当
所
、
瀧
権
現
の
末
社
弁
財
天
は
、**

護
摩
壇
の
岩
下
に
あ
っ
た
。（**

現
地
に
て
説
明
） 

瀧
大
権
現
が
、
現
在
の
岩
窟

に
落
ち
着
く
ま
で
に
は
、
遷

宮
を
繰
り
返
し
た
経
緯
が

あ
る
。 

最
初
の
勧
請
さ
れ
た
場
所

は
、
現
在
の
岩
窟
の
中
で
は

な
く
、
中
当
山
の
南
斜
面
、

七
大
杉
の
聳
え
る
北
斜
面

で
あ
っ
た
。 

「
是
迄
ハ
大
杉
ノ
北
ノ
方

ニ
ア
リ
」
の
記
述
が
残
る
。 
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二 

御
嶽
山 

古
賀
志
山
主
稜
線
の
中
央
の
ピ
ー
ク
御
嶽
山
を
地
元
で
は
単
に
「
頂
上
」

と
呼
ぶ
。
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
「
御
岳
山
」
の
字
を
充
て
て
あ
る
の
は
間

違
い
で
あ
る
。
幕
末
期
の
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
），
木
曽
の
御
嶽
山

を
勧
請
し
た
経
緯
が
あ
る
。
頂
上
直
下
の
岩
窟
に
あ
っ
た
「
ア
ル
マ
ヤ

堂
」
跡
は
そ
の
名
残
で
あ
る
。
昭
和
二
十
年
代
ま
で
、
こ
の
御
堂
に
は

天
狗
の
像
が
奉
納
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
名
の
由
来
は
木
曽
御
嶽
山
の
ピ

ー
ク
「
ア
ル
マ
ヤ
天
」
を
摸
し
た
も
の
だ
。 

 

こ
こ
御
嶽
山
の
勧
請
は
、
往
古
の
村
民
が
古
賀
志
山
の
神
仏
を
祀
っ
た

歴
史
に
比
べ
て
、
幕
末
期
ま
で
下
り
新
し
い
。 

三 

古
賀

こ

が

志
山

し

さ

ん 

 

総
称
し
て
「
古
賀
志
山
」
と
云
う
場
合
は
、
古
賀
志
山
主
稜
線
及
び
前

面
に
張
出
す
前
衛
岩
壁
南
面
か
ら
麓
に
下
る
山
麓
一
帯
を
指
す
。 

宇
都
宮
市
に
町
村
合
併
す
る
以
前
は
、
東
の
森
林
公
園
一
帯
は
古
賀
志

村
で
は
な
く
福
岡
村
細
野
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
今
日
、
森
林
公
園
か
ら

入
山
す
る
東
稜
コ
ー
ス
、中
尾
根
コ
ー
ス
、北
尾
根
コ
ー
ス
の
区
域
は
，

「
細
野
山
」と
称
し
た
。
細
野
の
人
た
ち
は
中
尾
根
に
神
仏
を
祀
っ
た
。 

明
治
時
代
の
中
頃
、
長
岡
藩
出
身

の
米
山
治
平
が
、
御
嶽
信
仰
を
中

興
し
た
。
岩
屋
に
あ
る
弘
法
大
師

の
石
像
を
奉
納
し
た
の
も
同
氏
で

あ
る
。
岩
屋
に
は
「
宇
都
宮
三
寶

講
」
の
人
た
ち
が
同
氏
の
顕
彰
碑

を
建
て
た
。
岩
窟
内
に
霊
水
が
あ

る
。
尚
、
ア
ル
マ
ヤ
堂
は
昭
和
二

十
年
代
に
崩
壊
し
、
天
狗
像
は
修

理
に
出
し
た
ま
ま
不
明
。 

「
古
賀
志
山
」
と
書
い
て
「
こ

が
し
さ
ん
」
と
読
む
ピ
ー
ク
が

あ
る
。 

古
賀
志
山
主
稜
線
か
ら
最
前

線
に
張
り
出
し
た
前
衛
岩
壁

を
指
す
。
往
古
の
人
た
ち
は
、

こ
の
西
側
に
派
生
す
る
観
音

岩
か
ら
麓
に
下
る
長
い
尾
根

を
「
山
ノ
神
」
降
臨
の
道
と
見

做
し
て
い
た
。
ピ
ー
ク
に

「
古
賀

こ

が

志
山

し

さ

ん

大
神

お
お
み
か
み

」
を
祀
っ

た
石
祠
が
あ
る
。 

 

猪
落 

 

こ
が
し
さ
ん 

観
音
岩 

御
嶽
山 
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四 

猪

落

し
し
お
と
し 

猪
落
は
古
賀
志
山
主
稜
線
か
ら
南
に
張
り
出
し
た
細
い
稜
線
の
先
端

部
で
あ
り
小
字
名
で
も
あ
る
。
こ
れ
に
「
獅
子
落
し
」
の
字
を
充
て
る

の
は
間
違
い
で
あ
る
。
圧
巻
は
「
対
面
岩
」
の
奇
岩
で
あ
る
。
尚
、 

地
元
に
は
「
モ
ア
イ
像
」
な
ど
の
名
称
は
元
々
存
在
し
な
い
。 

 

こ
の
猪
落
の
岩
壁
の
付
け
根
か
ら
「
こ
が
し
さ
ん
」
の
大
岩
壁
南
面
の

付
け
根
を
ト
ラ
バ
ー
ス
し
て
観
音
岩
か
ら
滝
大
権
現（
男
滝
）に
至
り
、

中
当
山
の
岩
下
を
抜
け
、
女
滝
、
弁
財
天
を
め
ぐ
り
、
更
に
「
背
中
当

山
」の
岩
下
を
ト
ラ
バ
ー
ス
し
て
荒
沢
滝
、大
日
窟
に
至
る
参
道
を「
岩

下
道
」
と
呼
ん
で
い
た
。 

五 

観
音
岩 

古
賀

こ

が

志
山

し

さ

ん

か
ら
西
側
に
派
生
す
る
尾
根
の
先
端
部
が
観
音
岩
で
あ
る
。

こ
の
名
の
由
来
は
、
岩
下
の
小
さ
な
岩
窟
に
二
基
の
不
動
明
王
に
護
衛

さ
れ
た
聖

し
ょ
う

観
音
（
正
観
音

し
ょ
う
か
ん
の
ん

）
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

六 

女
瀧 

 

明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
に
岩
上
か
ら
大
木
が
落
ち
、
小
社
が
破
損

奉
納
は
享
保
十
年
（
一
七
二
五
），
長
岡

傳
左
衛
門
に
よ
っ
て
奉
納
さ
れ
た
。
瀧

神
社
の
お
祭
り
の
拝
所
の
一
つ
で
あ

る
。
こ
の
南
斜
面
一
帯
は
長
岡
家
か
ら

寄
進
さ
れ
た
の
で
「
寄
進
山
」
の
名
が

残
っ
て
い
る
。
石
仏
の
石
質
は
古
賀
志

石
、
石
工
は
地
元
の
北
條
甚
内
家
で
あ

る
。
尚
、
地
元
に
は
「
マ
ラ
岩
」
な
ど

の
名
称
は
な
い
。 

古
賀
志
山
三
瀧
の
一
つ
女

瀧
は
、
中
当
山
の
西
側
に
あ

る
。
当
初
、
こ
の
瀧
下
に
天

狗
宮
が
祀
ら
れ
た
。
寛
延
元

年
（
一
七
四
八
）
の
こ
と
で

あ
る
。
瀧
下
に
不
動
明
王
立

像
が
あ
る
。 

奉
納
年
は
不
詳
で
あ
る
。 

 

 

 

 

往
古
の
人
た
ち
は
、
岩
下
の
岩

窟
（
猪
穴
）
に
は
神
仏
を
祀
ら

な
か
っ
た
。
こ
の
猪
落
の
絶
壁

自
体
を
御
神
体
と
見
做
し
対

面
岩
に
畏
敬
の
念
を
抱
い
た

の
で
あ
る
。 
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し
た
た
め
、
弁
財
天
の
岩
窟
に
移
さ
れ
た
経
緯
が
あ
る
。
現
在
、
弁
財

天
に
天
狗
宮
が
あ
る
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。 

七 
弁
財
天 

背
中
当
山
の
大
岩
壁
東
側
の
付
け
根
に
大
き
な
岩
窟
が
あ
り
、
弁
財
天

が
祀
ら
れ
て
い
る
。
当
初
、
滝
大
権
現
の
護
摩
所
の
下
に
あ
っ
た
中
嶋

北
條
家
丈
の
守
護
神
弁
財
天
を
享
保
十
年
（
一
七
二
五
），
こ
の
地
に

移
し
た
の
は
北
條
伯
記
で
あ
る
。
ま
た
、
弁
財
天
の
地
に
は
、
呼
称
「
風

穴
」
が
あ
る
。
安
永
四
年
（
一
七
七
五
），「
雷
神
風
神
」
の
御
宮
が
建

て
ら
れ
た
。 

 

八 

荒
沢
ノ
滝 

古
賀
志
山
三
滝
の
一
つ
、
荒
沢
の
瀧
は
背
中
当
山
の
西
側
に
位
置
し
、

こ
の
瀧
下
に
「
荒
沢
不
動
」
が
祀
ら
れ
た
。 

 

二
段
の
荒
沢
の
瀧
は
、
下
段
に
不
動
明
王
が
祀
ら
れ
て
い
る
。 

 

明
治
期
に
、
こ
こ
の
鉄
分
を
含
ん
だ
水
を
竹
筒
で
引
い
て
西
ノ
沢
通
り 

に
湯
場(
温
泉
は
誤
り)

を
造
っ
た
。
現
在
も
そ
の
石
垣
が
残
っ
て
い
る
。 

「
荒
沢
」
は
出
羽
羽
黒

山
の
「
荒
沢
寺

こ
う
た
く
じ

」
の
構

図
を
摸
し
た
も
の
で
、

古
賀
志
で
は
荒
沢

あ
ら
さ
わ

と

呼
ぶ
。 

 

「
荒
沢
不
動
」
の
奉
納
年
は
不

詳
で
あ
る
が
、
女
滝
の
不
動
明

王
と
同
様
石
質
は
古
賀
志
石
で

あ
る
。
荒
沢
不
動
へ
の
参
道
は

「
東
道
通
り
」
と
呼
ば
れ
、
天

明
元
年
に
普
請
さ
れ
た
。 

弁
財
天
の
小
社
は
、
安
永

九
年
（
一
七
八
〇
）
及
び

文
政
八
年
（
一
八
二
五
）

に
再
建
さ
れ
た
記
述
が

残
る
。 

弁
天
の
地
に
天
狗
宮
、
風

神
雷
神
が
祀
ら
れ
て
い

る
の
は
遷
宮
さ
れ
た
た

め
で
あ
る
。
当
初
か
ら
三

つ
の
御
宮
が
祀
ら
れ
た

の
で
は
な
い
。 
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九 

大
日
窟 

地
元
で
は
、
こ
こ
を
「
大
日
さ
ま
」
と
呼
ぶ
。 

 

『
古
橿
神
社
考
』
に
は
「
西
ノ
穴
」
と
し
て
次
の
記
述
が
あ
る
。 

「
大
日
如
来
岩
屋
ニ
現
レ
玉
フ
ハ
後
シ
ロ
姿
ナ
リ
」
と
し
て
、
こ
の
岩

窟
に
畏
敬
の
念
を
抱
い
た
。こ
の
百
姓
は
、元
禄
十
五
年（
一
七
〇
二
）

石
碑
を
奉
納
し
た
。
大
日
窟
に
多
く
の
参
詣
者
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
享
保
六
年
（
一
七
二
一
），
麓
の
弘
蔵
院
宥
清
法
印
が
出
羽

国
羽
黒
山
寂
光
寺
よ
り
「
常
火
切
火
免
許
」
を
授
与
さ
れ
た
こ
と
に
起

因
す
る
。
依
っ
て
、
そ
れ
以
降
、
湯
殿
大
権
現
と
称
さ
れ
た
。 

こ
の
地
に
出
羽
三
山
の
湯
殿
山
が
勧
請
さ
れ
た
の
は
享
保
六
年
で
あ

る
。
出
羽
国
湯
殿
山
の
崇
拝
の
対
象
は
大
日
如
来
で
あ
る
。 

  

出
羽
湯
殿
山
の
「
荒
沢
寺
」
の
「
常
火
堂
」
に
は
不
動
明
王
と
地
蔵
菩

薩
は
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
こ
大
日
窟
の
常
火
屋
に
も
享
保
九
年
（
一
七

二
四
），
地
蔵
菩
薩
立
像
が
奉
納
さ
れ
た
。 

大
日
窟
へ
の
参
道
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
権
現
山
を
起
点
と
す
る

表
参
道
「
湯
殿
山
大
権
現
道
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
瀧
権
現
へ
の

 
 

 

こ
の
大
日
窟
が
古
文
書
に

登
場
す
る
の
は
元
禄
四
年

（
一
六
九
一
）
に
ま
で
遡

る
。
岩
崎
村
の
百
姓
が
狩
の

途
中
、
こ
の
岩
窟
内
を
覗
き

込
み
、
松
明
を
か
ざ
し
て
見

た
光
景
は
、
ま
さ
に
「
大
日

如
来
の
本
現
ナ
リ
」
の
三
次

元
の
空
間
で
あ
っ
た
。
尚
、

民
話
に
出
て
く
る
大
日
如

来
の
石
仏
は
当
初
か
ら
存

在
し
な
い
。 

出
羽
国
羽
黒
山
の
奥
の
院

「
荒
沢
寺

こ
う
た
く
じ

」
に
は
「
常
火
堂
」

が
あ
る
。
こ
こ
大
日
窟
の
前
棚

に
享
保
六
年
に
「
常
火
屋
」
が

建
立
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
配
置

を
模
し
た
も
の
だ
。 

大
日
窟
に
は
湯
殿
山
を
勧
請
す

る
条
件
が
そ
ろ
っ
て
い
た
。
出

羽
湯
殿
山
の
御
神
体
は
女
陰
の

岩
か
ら
温
泉
が
湧
き
出
る
が
、

こ
こ
大
日
窟
の
御
神
体
は
女
陰

の
岩
か
ら
は
霊
泉
が
わ
き
出

る
。 
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「
馬
場
通
り
」
か
ら
分
岐
す
る
「
東
道
通
り
」
で
あ
る
。
前
者
は
、
安

永
九
年
（
一
七
八
〇
）
に
、
後
者
は
、
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
に
整

備
さ
れ
た
。
荒
沢
不
動
へ
は
、
後
者
の
道
が
近
道
と
な
っ
た
。 

芭
蕉
と
曽
良
の
句
碑
は
、
幕
末
期
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）、
弘
蔵

院
第
三
十
四
世
實
應
法
印
が
、
大
日
窟
ヘ
の
参
詣
者
の
道
標
と
し
て
奉

納
し
た
も
の
で
、
芭
蕉
の
句
碑
は
、「
東
道
通
り
」
の
起
点
即
ち
瀧
大

権
現
の
石
鳥
居
の
脇
に
、
曽
良
の
句
碑
は
「
湯
殿
大
権
現
道
」
の
石
鳥

居
の
脇
に
立
っ
て
い
た
。
双
方
と
も
昭
和
期
に
学
校
に
運
ば
れ
た
。
城

山
西
小
に
二
基
の
句
碑
が
あ
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。 

 

湯
殿
大
権
現
道
に
は
、
天
明
四
年(

一
七
八
四)

に
奉
納
し
た
明
神
鳥

居
が
あ
る
。
同
六
年
（
一
七
八
六
）
に
は
石
灯
籠
も
奉
納
さ
れ
た
。 

明
治
初
期
の
神
仏
分
離
令
に
よ
り
湯
殿
大
権
現
の
信
仰
は
急
速
に
廃

れ
た
が
、
境
内
に
は
、
明
治
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
、
こ
の
地
で
修

行
し
て
い
た
里
山
伏
の
残
し
た
留
魂
碑
が
あ
る
。 
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大
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道
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山
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。
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に
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